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３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

_

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岩
手
県
庁
及
び
田
野
畑
村
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
九
百
八
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
九
日

農
林
水
産
大
臣

鹿
野

道
彦

一

保
安
林
の
所
在
場
所

岩
手
県
花
巻
市
台
第
二
地
割

一
の
二
二
、
一
の
二
三
、
四
の
一
四

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

^

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ

る
。台

第
二
地
割
一
の
二
三
、
一
の
二
二
・
四
の
一

四
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐

採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

_

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岩
手
県
庁
及
び
花
巻
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
九
百
八
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
九
日

農
林
水
産
大
臣

鹿
野

道
彦

一

保
安
林
の
所
在
場
所

岩
手
県
一
関
市
東
山
町
松
川

字
中
通
二
三
の
一
・
二
三
の
二
三
（
以
上
二
筆
に
つ
い

て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
字
吉
兆
所
六
二
の

五
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
六
三
の
二
二
、

六
三
の
二
三
、
六
三
の
四
八
・
六
三
の
五
一
（
以
上
二

筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

^

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

_

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岩
手
県
庁
及
び
一
関
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
特
許
庁
告
示
第
十
号

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）

第
七
十
八
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
六
十
年
九
月

二
十
一
日
特
許
庁
告
示
第
二
号
（
特
許
庁
以
外
の
国
際
調

査
機
関
に
対
す
る
手
数
料
の
納
付
の
た
め
の
口
座
及
び
調

査
手
数
料
の
金
額
に
相
当
す
る
本
邦
通
貨
の
金
額
を
定
め

る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
九
日

特
許
庁
長
官

岩
井

良
行

第
二
号
中
「
十
九
万
五
千
八
百
円
」
を
「
二
十
万
三
千

七
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の

施
行
の
日
以
後
に
特
許
庁
が
受
理
す
る
国
際
出
願
に
係

る
手
数
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
特
許
庁
が
受

理
し
た
国
際
出
願
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

〇
特
許
庁
告
示
第
十
一
号

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）

第
八
十
条
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和

五
十
三
年
九
月
二
十
九
日
特
許
庁
告
示
第
二
号
（
国
際
事

務
局
の
口
座
及
び
本
邦
通
貨
の
金
額
を
定
め
る
件
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
九
日

特
許
庁
長
官

岩
井

良
行

第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

本
邦
通
貨
の
金
額

１

千
三
百
三
十
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン

十
一
万
四
千
円

２

十
五
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン

千
三
百
円

３

二
百
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン

一
万
七
千
百
円

４

百
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン

八
千
六
百
円

５

三
百
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン

二
万
五
千
七
百
円

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
（
第
二
号
３
に
係

る
部
分
を
除
く
。）は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
以
後
に

特
許
庁
が
受
理
す
る
国
際
出
願
に
係
る
手
数
料
に
つ
い

て
適
用
し
、
同
日
前
に
特
許
庁
が
受
理
し
た
国
際
出
願

に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
四
百
二
十
二
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）

第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
東
京
都
市
計
画
晴
海

三
丁
目
西
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
九
日

国
土
交
通
大
臣

馬
淵

澄
夫

一

市
街
地
再
開
発
事
業
の
種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
晴
海
三
丁
目
西
地
区
第
一
種
市
街
地

再
開
発
事
業

二

事
業
施
行
期
間

事
業
計
画
の
認
可
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十
七
年

度
末
ま
で

三

施
行
地
区

東
京
都
中
央
区
晴
海
三
丁
目
の
一
部

四

施
行
者
の
名
称

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構

五

事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
中
央
区
明
石
町
８
番
１
号

六

施
行
規
程
及
び
事
業
計
画
の
認
可
の
年
月
日

平
成
十
八
年
一
月
二
十
四
日

七

事
業
計
画
の
変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
九
日

〇
防
衛
省
告
示
第
二
百
十
号

海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
等
を
次
の
と
お
り
実
施
す

る
。平

成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
九
日

防
衛
大
臣

北
澤

俊
美

日

時

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
同
月
十
七

日
ま
で
の
間
、
毎
日
〇
七
〇
〇
か
ら
一
七
〇
〇

ま
で

区

域

九
州
北
方
の
次
の
Ê
か
ら
Í
ま
で
の
四
地
点
を

順
次
結
ん
だ
線
及
び
Ê
の
地
点
と
Í
の
地
点
を

結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
る
区
域

Ê

北
緯
三
四
度
四
三
分
三
一
秒

東
経
一
三
〇
度
五
二
分
〇
一
秒

Ë

北
緯
三
四
度
〇
八
分
五
二
秒

東
経
一
三
〇
度
二
九
分
〇
一
秒

Ì

北
緯
三
四
度
一
六
分
五
七
秒

東
経
一
三
〇
度
一
二
分
三
七
秒

Í

北
緯
三
四
度
五
一
分
一
一
秒

東
経
一
三
〇
度
三
五
分
〇
六
秒

航
空
機

三
機

そ
の
他

一

射
撃
訓
練
等
は
、
前
記
区
域
に
航
空
機
が

存
在
し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
射
撃
海
面
に
船

舶
等
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら

実
施
す
る
。

二

前
記
区
域
の
各
点
の
経
緯
度
は
、
世
界
測

地
系
の
数
値
で
あ
る
。

〇
防
衛
省
告
示
第
二
百
十
一
号

海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
等
を
次
の
と
お
り
実
施
す

る
。平

成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
九
日

防
衛
大
臣

北
澤

俊
美

日

時

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
同
月
十
七

日
（
予
備
、
同
月
十
八
日
）
の
間
、
毎
日
〇
六

〇
〇
か
ら
一
八
〇
〇
ま
で

区

域

豊
後
水
道
南
方
の
次
の
Ê
か
ら
Ï
ま
で
の
六
地

点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
Ê
の
地
点
と
Ï
の
地

点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
る
区
域

Ê

北
緯
三
二
度
〇
一
分
四
三
秒

東
経
一
三
二
度
三
七
分
五
一
秒

Ë

北
緯
三
二
度
〇
九
分
一
三
秒

東
経
一
三
二
度
五
九
分
五
一
秒

Ì

北
緯
三
一
度
四
八
分
一
三
秒

東
経
一
三
二
度
五
九
分
五
一
秒

Í

北
緯
三
二
度
〇
二
分
一
三
秒

東
経
一
三
三
度
二
九
分
五
一
秒

Î

北
緯
三
一
度
四
二
分
一
三
秒

東
経
一
三
三
度
二
九
分
五
一
秒

Ï

北
緯
三
一
度
一
八
分
一
三
秒

東
経
一
三
二
度
三
七
分
五
一
秒

実
施
艦

自
衛
艦
十
四
隻
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